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電子公告制度の導入に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１７年１１月１６日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、電子公告制度の導入を目的と

して、定款を一部変更することの承認を求める議案を、平成１７年１２月１６日（金）開催予定の当社第３９期

定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の理由 

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成１６年法律第８７号）が平成１７年２月

１日に施行され、公告の方法として電子公告を選択することが認められたことに伴い、公告の周知性の向上や

合理化等を図るため、現行定款第４条（公告の方法）について所要の変更を行うものであります。また、当該

電子公告制度の導入に伴い、事故等により電子公告ができない場合、及びその他のやむを得ない事由により電

子公告を行うことができない場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。 

 

２．定款変更案の内容 

現行定款 変更案 

第１章  総   則 

 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、東京都において発行する 

日本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第１章  総   則 

 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。 

ただし、事故等により電子公告ができない 

場合、及びその他のやむを得ない事由が生 

じた場合には、日本経済新聞に掲載して行

う。 

（注）上記の内容につきましては、平成１７年１２月１６日（金）開催予定の当社第３９期定時株主総会におき

まして付議する「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件とします。また、公告を掲載する当社

ホームページのアドレスは、当該定時株主総会での承認可決後、同日開催予定の取締役会におきまして決

定する予定です。 

以上 


